
＜一般委託＞

（「屋外清掃」「建物清掃」「有人警備」「剪定・樹木伐採」用）

1 目      的  ナラ枯れにより発生した衣笠山公園内の枯損木等危険樹木の伐採を行う。

2 履行期間  契約の日から令和４年３月31日

3 施行場所  横須賀市小矢部4-922（衣笠山公園）

4 業務内容  別紙「衣笠山公園　危険樹木等伐採業務特記仕様書」のとおり

5 特記事項 　特になし

6 関係法規 　特になし

7 資格要件
　本業務履行については、下記の資格を有すること。
　（１）入札参加申請時点で「造園施工管理技士」又は「街路樹選定士」の資格を有するものを雇用
しており、履行期間を通じて当該資格を有する者の指導の下に業務を履行することができること。

8 契約方法 　総価による業務委託契約（一般委託）

9 支払方法 　委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。

10 業務委託成績評定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象　　　　　　　・　　　　　　　非対象

11 現場代理人の配置 　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要　　　　　　　・　　　　　　　不要

12 その他事項
　(１)業務の施行にあたっては、本業務仕様書を優先適用するほか令和３年４月改正の「神奈川県
土木工事共通仕様書」によるものとする。
　(２)この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

13
監　督　員
連　絡　先

　環境政策部公園管理課　前原　046-822-9561

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グ
リーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示
がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく
環境物品等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めているの
で、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

グリーン
物品購入

及び
環境配慮

関係

＜指示又は希望事項＞

衣笠山公園　危険樹木等伐採業務　　仕様書

衣笠山公園　危険樹木等伐採業務に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。



別紙  

 

衣笠山公園 危険樹木等伐採業務特記仕様書 
 

横須賀市を委託者とし、受託業者を受託者とする。  

 

１ 委託期間  
契約締結日～令和４年（2022年）３月31日  

 

２ 業務の目的 
ナラ枯れにより発生した衣笠山公園内の枯損木等危険樹木（36本）の伐採を行う。 

 

３ 一般事項 

（１）業務実施にあたっては、工程表を提出し、監督員の承諾を得ること。 

 

（２）業務作業時には、来園者の安全には十分注意し、園路沿いなど必要に応じて保安施設

等を配置すること。また、怪我・損傷等を生じた場合は、受託者の責任において処置

するとともに、監督員に報告すること。 

   また、都市公園の施設、隣接民有地にも配慮し、その機能及び利用等に支障をきたす

恐れのないよう、十分注意して万全の策を講ずること。 

 

（３）受託者は業務完了後、速やかに完了届及び業務写真・報告書等を監督員に提出するこ

と。 

 

（４）本業務には、業務に必要な作業区域内における発生物の収集、片付け、小運搬、清掃

等が含まれている。 

 

（５）作業時に用いる機械器具及び消耗品等は、すべて受託者の負担とする。 

 

４ 業務仕様 
（１） 危険樹木伐採 

・伐採する樹木の本数とサイズ、位置は別紙一覧表のとおり。 

・切り株が目立たないよう出来るだけ地際より処理すること。 

・伐採した樹木は枝払いし、一定の長さに切断し処分するとともに、周囲は清掃に努める

こと。 

  

（２） 発生材処分 

業務における発生材は原則、各日作業終了後に取りまとめのうえ速やかに場外へ搬出

し適切に処分すること。 
なお、指定された場所までの運搬費・処分費は含まれている。 
 

５ 報告書の提出 
  本業務における報告書は以下のとおりとし、納品場所は、環境政策部公園管理課 

（本庁舎２号館６階）とする。 

   

（１） 報告書 （A4版） １部 

 樹木ごとに、作業前・作業中・完了の写真を撮影すること。 

 



（２） 撮影した写真の電子データ（CD-R 等） １式 

 

６ 全業務共通事項  

① 業務を履行するにあたり法令及び委託者の定める条例、規則等を遵守すること。  

② 受託者は、本委託を一括して他人に請け負わせてはならない。 

③ 受託者の負担する経費は、全て当該委託料に含むものとする。  

④ 契約の履行または不履行により委託者または第三者に損害を及ぼしたときは、受託者が

その損害を賠償しなければならない。  

⑤ その他、この仕様書に定めのない事項については、受託者は委託者と協議のうえ、決定

するものとする。 



No. エリア 名称 規　　　　　　　格 数　量 単　位 備　　　　　考

1 A 　　樹木A 　幹周120～149㎝ 1.0 本

2 B 　　樹木B 　幹周90～119㎝ 1.0 本

3 C 　　樹木C 　幹周120～149㎝ 1.0 本

4 D 　　樹木D-1 　幹周150～179㎝ 1.0 本

5 D 　　樹木D-2 　幹周60～89㎝ 1.0 本

6 D 　　樹木D-3 　幹周120～149㎝ 1.0 本

7 D 　　樹木D-4 　幹周150～179㎝ 1.0 本

8 E 　　樹木E-1 　幹周120～149㎝ 1.0 本

9 E 　　樹木E-2 　幹周120～149㎝ 1.0 本

10 E 　　樹木E-3 　幹周150～179㎝ 1.0 本

11 E 　　樹木E-4 　幹周90～119㎝ 1.0 本

12 E 　　樹木E-5（3株立ち） 　幹周210～249㎝ 1.0 本 ３株立ち

13 E 　　樹木E-6（3株立ち） 　幹周150～179㎝ 1.0 本 ３株立ち

14 E 　　樹木E-7 　幹周60～89㎝ 1.0 本

15 E 　　樹木E-8（2株立ち） 　幹周180～209㎝ 1.0 本 ２株立ち

16 E 　　樹木E-9 　幹周60～89㎝ 1.0 本

17 E 　　樹木E-10 　幹周90～119㎝ 1.0 本

18 E 　　樹木E-11 　幹周90～119㎝ 1.0 本

19 E 　　樹木E-12 　幹周90～119㎝ 1.0 本

20 E 　　樹木E-13 　幹周120～149㎝ 1.0 本

21 E 　　樹木E-14 　幹周120～149㎝ 1.0 本

22 E 　　樹木E-15 　幹周90～119㎝ 1.0 本

23 E 　　樹木E-16 　幹周90～119㎝ 1.0 本

24 E 　　樹木E-17 　幹周120～149㎝ 1.0 本

25 E 　　樹木E-18 　幹周150～179㎝ 1.0 本

26 F 　　樹木F-1 　幹周90～119㎝ 1.0 本

27 F 　　樹木F-2 　幹周90～119㎝ 1.0 本

28 F 　　樹木F-3 　幹周90～119㎝ 1.0 本

29 F 　　樹木F-4 　幹周90～119㎝ 1.0 本

30 F 　　樹木F-5 　幹周90～119㎝ 1.0 本

31 F 　　樹木F-6 　幹周90～119㎝ 1.0 本

32 F 　　樹木F-7 　幹周90～119㎝ 1.0 本

33 F 　　樹木F-8 　幹周90～119㎝ 1.0 本

34 F 　　樹木F-9 　幹周90～119㎝ 1.0 本

35 F 　　樹木F-10 　幹周90～119㎝ 1.0 本

36 F 　　樹木F-11 　幹周90～119㎝ 1.0 本

衣笠山公園　伐採樹木一覧表




